
 「飲食物販売者様へ」 
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※ 農産物の販売：農業者自らが生産した農産物を自らが販売する場合、農業の範疇と扱い営業届出は不要
    （農業者団体自らが生産し販売する場合も同様）

※農業者自らが生産した農産物を自らが販売する場合は届出不要



市HP　行事における
食品の提供について

※ 主催者への出店概要書、営業許可申請書、営業届は、市HP「行事における食品の提供について」からダウンロード可能

参考：　(一社) 川崎市食品衛生協会
によるオンライン講習会もあります。


